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誘致施設の開発に係わる貯留浸透施設の設置について 

1.開発事業者による検討が必要となる条件 

誘致施設用地は，下水道計画においては雨水流出量を絞って排水する必要がある「貯留域」として

位置付けられており，その目的を達成するために誘致施設用地内には貯留施設を設置することになっ

ています。 

TX 沿線地区（葛城地区）では，敷地内の所定の区域内に公的事業者により整備された貯留施設が

あり，この施設は下水道計画における流出係数 C=0.59 にて整備されています。 

このため，開発後の流出係数が C=0.59 を超えるような開発を行う場合，公的事業者が整備した基

本施設（壁面後退部に設置された施設）では，流出抑制を十分に行うことができなくなり，基本施設

以外にも貯留浸透施設を設置して，雨水の流出抑制を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1.検討条件フローチャート               図-2.貯留浸透施設概要図 

 

2.貯留浸透施設の設置計画における留意点 

（1）公的事業者による基本施設の構造と接続箇所の確認 

下水道計画における流出抑制を確実に実施するためには，敷地内の所定の区域内（セットバック

区間）に整備された公的事業者による基本施設へ接続して，下水道に排水する必要があります。 

したがって，開発地区内の雨水排水施設を計画する際には，既に整備されている公的事業者によ

る貯留施設の位置および構造を確認し，これに接続するように計画して下さい。 

また，地下貯留施設に土砂が入らないよう，貯留施設や流入桝に隣接して土砂溜桝を設置します。 

 

（2）流域と開発区域界の関連性の確認 

公的事業者による基本施設は，開発地区（街区）において決められた排水流域に対して計画がさ

れてます。この流域に対して，街区内の敷地境界および造成計画，雨水排水計画の整合性について

確認が必要となります。 

また，街区内の排水流域と事業者による敷地境界が異なるケース（図-3）や公的事業者による既

設貯留施設既設をまたがるように敷地境界が設けられるケース（図-4）などは，別途指導が必要と

なります。 

対策対象外 

宅地整備，建築計画， 

駐車場整備など 

開発後の流出 

係数の算出 

流出係数 0.59 以下 

流出係数 0.59を超える 

流出抑制施設の計画 

公的事業者による既存

貯留施設の確認 

流出抑制の不足分を補

う貯留浸透施設の計画 

対策不要 
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図-3.敷地境界が異なるケース           図-4.貯留施設既設をまたがるケース 

 

3.施設の維持管理について 

（1）管理等に関する基本（管理協定） 

敷地内の所定の区域内に公的事業者により整備された貯留施設（基本施設）は，下水道事業者の帰

属となりますが，下水道管理者と敷地管理者間で原則，「管理協定」を締結したうえで，平常管理は

敷地管理者が行います。 

また，新たに計画する敷地管理者が整備する貯留浸透施設は，敷地管理者（開発者）が下水道管理

者の指導に従って造るものとし，また，管理についても下水道管理者の指導に従って行うことになり

ます。つまり，この基本施設以外の貯留浸透施設は，下水道施設に準じた施設として取り扱いますが，

財産権は敷地管理者にあります。 

 
誘致施設における雨水貯留浸透基本施設の管理区分 

設置施設 
施設の 

帰 属 

平常管理 

を行う者 
施設の担保方法 

公的事業者が整備す

る貯留浸透施設 

下水道 敷 地 

管理者 

下水道管理者と敷地管理者間で「管理協定」を締結し

ます。（施設担保，管理区分等を規定） 

敷地管理者が整備す

る貯留浸透施設 

敷 地 

管理者 

敷 地 

管理者 

施設の所有は敷地管理者にあるが，下水道計画上にお

いては必要な施設であるので，管理協定に規定を追加

し，その取り扱いを「管理協定」で明確にしておく。 

※敷地管理者とは，敷地の所有者・借地者，建物の所有者・借家人等その敷地を管理すべき者を言う。 

 

（2）維持管理の内容 

貯留施設の維持管理の内容（例）を以下に示しますが，維持管理の内容についても「管理協定」に

おいて予め明確にしておきます。 

項目 対象施設 維持管理の内容 

点 検 

流入桝，土砂溜桝 地表陥没等の変形，桝蓋のズレ・破損等の有無を確認する。 

貯留浸透施設 地表陥没等の変形状況の有無を確認する。 

透水性舗装 舗装面の目詰まりや路面の磨り減り等の状況の有無を確認する。 

清 掃 
流入桝，土砂溜桝 土砂，ゴミ等の定期的な除去を行う。 

透水性舗装 定期的な清掃に努め，長期経過した舗装は，打ち換え等も検討する。 

報 告 － 

・異状があった場合は，直ちに下水道管理者に連絡し，協力して対応措置

をとる。 

・3 ヶ月に 1 回程度，貯留施設については地表陥没等の変形状況を報告。 

・出水時や地震（震度５以上）の状況。（直ちに電話等で状況報告する。） 
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《参考資料①》 

公的事業者による雨水貯留浸透施設の概要 

 

1）誘致施設用地の貯留施設の取り扱い 

誘致施設用地は，下水道計画においては，雨水流出量を絞って排水する必要がある「貯留域」と

して位置付けられており，その目的を達成するために誘致施設用地内には貯留施設を設置すること

になっています。なお，敷地内の所定の区域内に設置された貯留施設は，原則，下水道施設として

扱うことになります。 

 

2）貯留施設の設置区域 

1）でいう所定の区域内とは，原則，地区計画で定める下記の壁面後退部分を示します。 

区    分 敷地の壁面後退延長 

都市計画道路に面した部分 5ｍ 

一般道路に面した部分及び隣地との敷地境界部分 2ｍ 

 

 

3）計画の考え方 

誘致施設用地内の貯留施設は，設計諸元など下水道計画の考え方に従って設計が進められていま

す。 

設計降雨強度 流出係数 設計対象エリア 

時間降雨 50mm（確率規模 1/7～1/8） 0.59 敷地面積の 80％ 

 

洪水到達時間（流入時間）について下水道計画では，一般的な流入時間の 5～10分の平均を取っ

て７分としていますが，貯留域として貯留施設を設置する誘致施設は敷地面積が大きく，分割亀甲

についても大きいことから，流入時間としては 10分を採用します。 

 

4）基本貯留施設の基本構造 

基本となる貯留施設は，原則として，単粒度砕石（４号）を使用した構造としています。ただし，

下水本管の高さと敷地の高さとの差があまり無い場合や敷地の面積規模が大きい場合など，砕石に

よる貯留が困難な場合は，プラスチック製品やポーラスコンクリート製品などの高空隙率の材料を

使用した構造としています。 

 

5）使用材料の設計空隙率 

使用材料の設計空隙率には，所謂通常の空隙率 0.4や 0.9を使用するのではなく，長い期間の土

砂による目詰まりや堆積等による施設貯留量の減少部を考慮し，それらを割り引いた有効空隙率を

使用します。 

有効空隙率は，都市基盤整備公団の追跡調査等を参考にし，砕石で 75％相当として， 

0.4×75％＝0.3 を単粒度砕石の設計空隙率とする。 

プラスチック製品やコンクリート製品などの高空隙材料については，砕石と同程度の土砂堆積が

発生するものとして， 0.9－0.1＝0.8 を高空隙材料の設計空隙率とします。 

材    料 通常空隙率 設計空隙率 備    考 

単粒度砕石４号 0.4 0.3 目詰まりを考慮し，75％相当 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 ・ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ等 0.9 0.8 流入堆積を考慮し，砕石目詰まり相当分ﾏｲﾅｽ 
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6）施設規模による貯留浸透量の原単位 

地区別平均飽和透水係数（葛城地区）は，0.124（m／h）とします。 

 

7）許容放流量 

下水道管への許容比放流量は，1ヘクタール当り 0.0564（m3/s/ha）とします。 

 

貯留施設標準構造図（合成樹脂製貯留浸透施設） 
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《参考資料②》 

貯留浸透施設設置計算例（１） 《浸透施設による対策の場合》 

（1）計画地の平均流出係数の計算

開発面積 (ha)
・ 直接方流域（20％） (ha)
・ 貯留域（80％） (ha)

m2
= ha

土地利用の加重平均による流出係数

× ＋ × ＋ ×

＝ ≒

（2）開発前の流出量の計算
　①直接方流域

・ 降雨強度式（つくば市）

Ｉ ： 地域の降雨強度（mm/hr）
ｔ ： 降雨継続時間（分）＝7（分）とする。

・ 降雨強度

・ 開発前の流出量
ｆ ： 地区の平均流出係数

葛城地区 ｆ＝

　②貯留域

貯留域は，1ヘクタール当り0.0564（ｍ3/s/ha）の許容放流量にて公的事業者が整備した基本施設により
流出抑制がされているため流出量は，

q2＝ × ＝ （m3/s）である。

（3）開発後の流出量の計算
　①直接方流域

・ 降雨強度式（つくば市）

Ｉ ： 地域の降雨強度（mm/hr）
ｔ ： 降雨継続時間（分）＝10（分）とする。

・ 降雨強度

ｆ' ： 計画地の平均流出係数

　②貯留域
貯留域は公的事業者が整備した基本施設が整備されているため，流出量の増分（10分）を求める。

ｆ' ： 計画地の平均流出係数
ｆ ： 地区の平均流出係数

Δq2＝
1

×(
360

A- f

- 0.59

)× I ×

0.0300 （m3/s）360
)× 112.5 × 0.800 ＝

0.0399 （m3/s）

0.0451

＝ 0.0444 （m3/s）

（mm/hr）

×121.6

0.200

0.800

＝ ×( 0.71

10 + 30

Ｉ＝
4500
ｔ + 30

＝

f’

1.000
0.200
0.800

Ｉ＝
4500

＝ 112.5

0.7100 0.71

×

2,000.00.90 3,000.0 0.80 5,000.0 0.20
10,000.0

面積合計 10,000.0
1.000

ｆ’＝

緑地等裸地 Ｃ3 0.20 2,000.0

駐車場（ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） Ｃ2 0.80 5,000.0

土地利用 流出係数 面積（m2）
屋根 Ｃ1 0.90 3,000.0

1

×
1

360

360
1

× f’

360

I

×＝
1

×
360

q1＝ f

0.0564

q1’＝

（mm/hr）Ｉ＝
4500
7 + 30

＝ 121.6

I ××

×

4500
Ｉ＝

ｔ + 30

0.59

×

A

1
× 0.71

0.59

0.200

× A

＝

112.5
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（4）対策浸透量
対策対象となる流量Δｑは，直接方流域の流出量の増分＋貯留域の流出量の増分となる。

－ ＋
＝ － ＋

＝ （m3/sec）

× ＝ （m3/hr）

以上より，浸透強度が （m3/hr）以上となるような貯留浸透施設を設置する。

（5）対策案
対策①：駐車場を透水性舗装とする。

・ 透水性舗装の1m2あたり浸透量 s1＝ （m3/hr）

・ 透水性舗装面積 （m2）

・ 対策量

S1＝ × ＝ （m3/hr）

対策②：公設桝と同じ構造の浸透桝を設置する。

・ 浸透桝の1個あたり浸透量 s2＝ （m3/hr）

・ 浸透桝個数 （個）

・ 対策量

S2＝ × ＝ （m3/hr）
※公設浸透桝と別構造の浸透桝を設置する場合は，別途浸透量の計算が必要である。（《参考資料③》を参照。）

対策③：公設浸透トレンチと同じ構造の浸透トレンチを設置する。

・ 浸透トレンチの1ｍあたり浸透量 s3＝ （m3/hr）

・ 浸透トレンチ延長 （m）

・ 対策量

S3＝ × ＝ （m3/hr）
※公設浸透トレンチと別構造の浸透桝を設置する場合は，別途浸透量の計算が必要である。（《参考資料③》を参照。）

★対策量の集計

・ 対策① 透水性舗装 （m2） （m3/hr）

・ 対策② 浸透桝 （個） （m3/hr）

・ 対策③ 浸透トレンチ （m） （m3/hr）

合　計 （m3/hr）

以上より，対策による浸透量 （m3/hr） ≧ （m3/hr） である。 OK

0.285

100.0

5,000.0

ΔQ＝ 0.0345 3600

Δｑ＝

0.0345

0.0194 5,000.0 97.0

0.591

0

124.2

0.019

124.2

0.285 100.0 28.5

浸透量

0.591 0 0.0

97.0

0.0

28.5

5,000.0

125.5

125.5 124.2

0

100.0

0.0444 0.0399 0.0300
ｑ1’ ｑ1 Δq2
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貯留浸透施設設置計算例（２） 《貯留施設による対策の場合》 
（1）計画地の平均流出係数の計算

開発面積 (ha)
・ 直接方流域（20％） (ha)
・ 貯留域（80％） (ha)

m2
= ha

土地利用の加重平均による流出係数

× ＋ × ＋ ×

＝ ≒

（2）開発前の流出量の計算
　①直接方流域

・ 降雨強度式（つくば市）

Ｉ ： 地域の降雨強度（mm/hr）
ｔ ： 降雨継続時間（分）＝7（分）とする。

・ 降雨強度

・ 開発前の流出量
ｆ ： 地区の平均流出係数

葛城地区 ｆ＝

　②貯留域

貯留域は，1ヘクタール当り0.0564（ｍ3/s/ha）の許容放流量にて公的事業者が整備した基本施設により
流出抑制がされているため流出量は，

q2＝ × ＝ （m3/s）である。

（3）開発後の流出量の計算
　①直接方流域

・ 降雨強度式（つくば市）

Ｉ ： 地域の降雨強度（mm/hr）
ｔ ： 降雨継続時間（分）＝10（分）とする。

・ 降雨強度

ｆ' ： 計画地の平均流出係数

　②貯留域
貯留域は公的事業者が整備した基本施設により流出抑制がされるが，流出係数の増分に見合った放流量となる。

q2’＝ ＋  α （m
3
/s）

× 0.71

0.59

0.200

× A

＝

112.5

4500
Ｉ＝

ｔ + 30

0.59

121.6

I ××

Ｉ＝
4500
7 + 30

＝

q1＝ f

0.0564

q1’＝

×＝
1

×
360

×
1

360

360
1

× f’

360

土地利用 流出係数 面積（m2）
屋根 Ｃ1 0.90 3,000.0

2,000.0

駐車場（ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） Ｃ2 0.80 5,000.0

ｆ’＝

緑地等裸地 Ｃ3 0.20

面積合計 10,000.0
1.000

×

2,000.00.90 3,000.0 0.80 5,000.0 0.20
10,000.0

I

（mm/hr）

＝

1.000
0.200
0.800

Ｉ＝
4500

＝ 112.5

0.7100 0.71

0.200

0.800

10 + 30

Ｉ＝
4500
ｔ + 30

××

A

1

0.0399 （m3/s）

0.0451

＝ 0.0444 （m3/s）

（mm/hr）

×121.6

0.0451
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（4）対策貯留量
貯留施設の調節計算は，流入量と浸透量および放流量の差が貯留施設に水平に貯留するものとして
連続式により算出され，プログラムを使用した計算による。

この時の許容放流量は，もともとの既設貯留施設の許容放流量と開発前の直接放流量の和として考えられる。
したがって，許容放流量は以下のとおりとなる。

＋
＝ ＋

＝ （m3/sec）

以上より，新たに設置する貯留施設は，既設の貯留施設と一体となった施設として洪水調節計算を行い，
計算条件は下表のとおりである。

（5）対策貯留施設の計画における注意点

①

②

③

0.085

10

0.044

公的事業者による貯留施設と対策貯留施設は，水利構造上，一体として計画すること。具体的には，施設どおしの
貯留施設底面や計画高水位（Ｈ.Ｗ.Ｌ）を合わせたものとし，貯留機能が一体となって機能するように計画する。

貯留施設や流入桝に隣接して土砂溜桝を設置し，宅地から発生する排水施設（雨水）は土砂溜桝に接続して，地下
貯留施設に土砂が流入しないような構造とする。

新たに下水道施設への接続（取付け管）を設置する場合は，対象施設を含む流域からの既設接続点（取付け管）か
らの放流量を含めて，下水道計画における許容放流量以下となるような放流計画を行う。

既設貯留施設と追加すべき貯留施設と
を一体とした計算

1.000

1.000

Q=1/360×ｆ×Ｉ×Ａ

ｒ=4500/（t+30）

10

1/8

ｒ=4500/（t+30）

0.71

中央集中型

24時間

1/8

洪水到達時間 分

許容放流量 m3/s

1.000

0.800

Q=1/360×ｆ×Ｉ×Ａ

0.59

中央集中型

24時間降雨継続時間 hr

年超過確率 -

降雨強度式 -

流出量計算式 -

流出係数：ｆ -

降雨波形 -

ｑ1 ｑ2

開発面積：Ａ' ha

流域面積：Ａ ha

項目 単位 公的事業者による既設貯留施設

0.0399 0.0451
ｑ＝

0.0850
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《参考資料③》 

公接浸透桝および浸透トレンチ等の基準浸透貯留量 
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公接浸透桝および浸透トレンチ以外の浸透施設の比浸透量の算定式 

「雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編 (社)雨水貯留浸透技術協会編」より 
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[地区別参考数値] 

 

 

○平均流出係数 

  ・葛城地区＝0.59 萱丸地区＝0.60 島名地区＝0.60 上河原崎＝0.63 

                            ・・・P.3-3 

 

○平均飽和透水係数 

   ・葛城地区＝0.124m/h 萱丸地区＝0.128m/h  

      ・島名地区＝0.119m/h 上河原崎＝0.122m/h 

                             ・・・P.4-4 

 

  ○放流比流量 

   ・0.564m3/s/ha 

                             ・・・P.3-4 

 

 

                                               （参考文献） 

                            

                         「TX沿線地区（つくば市域） 

                           雨水貯留浸透基本計画書」 

                            平成 19年 3月 

                          社団法人 雨水貯留浸透技術協会 

より 
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